
 
 

仕様書 

 

１ 件名 

いくの子育て応援事業 「いくのっ子広場用」 イベントチラシ・ポスター 

印刷請負 

 

２ 印刷規格など 

紙質 コート紙 連量９０㎏ コート紙 連量１１０㎏ 

印刷方法 オフセット印刷 

印刷寸法 日本工業規格A列４番 日本工業規格A列３番 

刷色 ４色 

種類 片面 片面 

印刷部数 ２，２００部 ２，２００部 ５００部 ５００部 

納入期限 R7.7.3 R7.12.10 R7.7.3 R7.12.10 

 

  

３ 編集・校正 

発注者から提供したデータ（Microsoft Word、Power Point、もしくは PDF デー

タ）のデザインを基本とする。 

完全データの入稿ではないため、簡易校正（塗り足し・カラー設定・フォントの

埋め込み、あるいはアウトライン化）を行うこと。ポスター・チラシは同デザイ

ンとする。 

なお、簡易校正後のデータについては、発注者にメールで確認を行い校了とする。 

 

 

４ 納入方法 

  チラシ・ポスターはそれぞれ１００部を１梱包とし、クラフト紙等で覆った状態

で納品すること。 

  印刷物及びそのデータ（作成した元データおよび PDFデータ）を記録媒体（CD-R

または DVD-R）で納品すること。また、HP掲載用に 1ファイル１MB以内の PDFデ

ータも併せてメールにて提供すること。 

 

 

５ 納入場所 

生野区役所 保健福祉課 福祉サービス（２階２１番窓口） 

 

 

 

 



 
 

６ 特記事項 

 

（１） 見積書の提出にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間

内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上見積書を提出するものと

する。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後の仕様書の疑

義は、本市の解釈によるものとする。 

（２）納入品の搬送等の諸費用は全て本契約に含むものとする。 

（３）納入日については、事前に担当課と協議のうえ決定すること。 

（４）納入に際しては建物及びそれに付随する設備等を損傷することのないよう、十

分な措置を講じること。万一、損傷を与えた場合は受注者において完全に修復

すること。 

（５）成果物に係る使用権及び著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条

から第 28条までに規定する権利をいう）は、当区に帰属するものとする。 

７ 担当 

生野区役所 保健福祉課 担当：礒山 船田  

住所 大阪市生野区勝山南 3丁目1 番19号 

（電話番号 06－6715－9024） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

コンプライアンスに係る特記仕様書  

（条例の遵守）  

第 1 条請負者および請負者の役職員は、請負（工事（建物修繕含む）、印刷、製本、

広告、不動産以外の物件の製造・加工・修繕）及び業務委託（（以下「当該業務」

という。）の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平

成 18 年大阪市条例第 16 号）（以下「条例」という。）第 5 条に規定する責務を果

たさなければならない。  

（公益通報等の報告）  

第 2 条請負者は、当該業務について、条例第 2 条第 1 項に規定する公益通報を受

けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者（生野区役所）へ報告しなけれ

ばならない。  

２請負者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協

力した者から、条例第 12 条第 1 項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該

申出の内容を発注者（生野区役所）へ報告しなければならない。  

（調査の協力）  

第３条請負者及び請負者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条

例に基づき行う調査に協力しなければならない。  

（公益通報に係る情報の取扱い）  

第４条請負者の役職員又は請負者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通

報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

（発注者の解除権）  

第５条発注者は、請負者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しな

いとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約（協

定）を解除することができる。（指定管理者の指定を取り消すことができる。）  

 

 

 

（発注者：大阪市請負者：請負事業者）  

特記仕様書  

第１条発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の

職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注

者の企画総務課（連絡先：06－6715－9001）に報告しなければならない。  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

グリーン配送に係る特記仕様書  

 

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大

阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配

送適合車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリ

ーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。 

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用

する場合はこの限りではない。 

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求

めた場合には、協力すること。 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総

量の削減等に関する特別措置法（自動車NOx・PM法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質

排出基準に適合しない自動車である。 



 
 

 

生成AI利用に関する特記仕様書 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成AIを利用する場合は、事

前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI利用ガイド

ライン（別冊 業務受託事業者等向け生成AI利用ガイドライン第1.0版）」に定められた以下の利用

規定を遵守すること。 

生成 AI の利用規定  

 

• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリテ

ィ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に

確認依頼をし、確認を受けること  

※  所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます  

  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html  

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること  

• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向

けの直接的なサービスには利用しないこと  

• 文章生成 AI 以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する  

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型

約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する  

• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネット

で公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI によ

る回答を得る目的での利用を禁止する  

• 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をし

て利用すること  

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する  

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容

の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する  

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実

関係を必ず自ら確認すること  

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権

利の侵害がないか必ず自ら確認すること  

• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又

は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、

加筆・修正のうえ使用すること  

なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資

料等として利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明ら

かにして意思決定のうえ、利用すること  

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などによ

り情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること  


